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●はじめに 

理論については、課税団体・申告・評価、価格等の決定及び登録と閲覧制度及び縦覧制度からの出題であ

った。いずれの問題も過去に出題のある形式であったため、解答可能な問題であったが、計算のすべてを解

答した方は、計算に多くの時間が取られるため、すべてを解答し切ることが困難な問題であった。 

計算については、区分所有家屋及び大規模の償却資産からの出題であった。これも過去に出題のある形式

であったため、解答可能な問題であったが、ボリュームが多く、また、問１については、計算上、端数が生

じることから、非常に時間の掛かる問題であった。 

 

Ｚ－67－Ｋ〔第一問〕解 答 

問１ 

１．課税団体 

 (1) 原 則 １ 

固定資産税は固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。 

したがって、原則として、固定資産の所在市町村が課税団体となる。 

(2) 都の特別区 １ 

           東京都の特別区の存する区域については、都が固定資産税を課する。 

    (3) 移動性償却資産又は可動性償却資産 ２ 

償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、下記(4)の適用がある場合を除き、そ

の主たる定けい場又は定置場所在の市町村を当該固定資産所在の市町村とし、船舶についてその主たる定け

い場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町

村とみなす。 

したがって、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村が課税団体となる。 

   (4) 総務大臣指定資産 ２ 

次に掲げる固定資産については、道府県知事又は総務大臣が評価を行った後、その固定資産が所在するも

のとされる市町村及びその価格等を決定し、当該市町村にその決定した価格等を配分することとされており、

その価格等の配分を受けた市町村が課税団体となる。 

＊ 総務省令で定める船舶、車両その他の移動性償却資産又は可動性償却資産で、二以上の市町村にわたっ

て使用されるもののうち総務大臣が指定するもの 

   (5) 大規模の償却資産 ２ 

市町村は、大規模の償却資産に対しては、課税定額までを課税標準として固定資産税を課する。また、市

町村の課税定額を超える部分の金額については、当該市町村を包括する道府県の普通税として固定資産税を

課する。 

したがって、大規模の償却資産については、その所在市町村が課税団体となるほか、それを包括する道府

県も課税団体となる。 

なお、大規模の償却資産に対する市町村の課税制限は、東京都の特別区及び地方自治法に規定する指定都

市については適用されない。 
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＊ 大規模の償却資産とは、一の納税義務者が所有する償却資産で、その価額の合計額が市町村の人口段

階に応じて法定されている金額を超えるものをいう。 

       (6) 賦課期日との関係 １ 

固定資産税においては、賦課期日の現況により課税要件が確定することとされている。したがって、当該

年度の賦課期日において、固定資産が所在している市町村が課税団体となる。 

＊ 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の１月１日とする。 

２．事業者の申告 

(1) 一般の償却資産 ２ 

固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者（総務大臣指定資産又は大規模の償却資産の所有者を除

く。）は、総務省令の定めるところによって、毎年１月１日現在における当該償却資産について、その所在、

種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の

価格の決定に必要な事項を１月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。 

(2) 総務大臣指定資産 ２ 

総務大臣指定資産の所有者で固定資産税の納税義務がある者は、総務省令の定めるところによって、毎年

１月１日現在における当該固定資産について、固定資産課税台帳に登録されるべき事項及びこれに記載（記

録）をされている事項その他固定資産の評価に必要な事項を１月31日までに道府県知事又は総務大臣に申告

しなければならない。 

(3) 大規模の償却資産 １ 

大規模の償却資産に係る申告については、上記(1)の規定中「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み

替えて準用する。 

３．評価・価格等の決定及び価格等の固定資産課税台帳への登録 

(1) 一般の償却資産 

① 評 価 ３ 

(ｲ) 実地調査 

市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なく

とも一回実地に調査させなければならない。 

   (ﾛ) 償却資産の評価 

固定資産評価員は、実地調査の結果に基づいて当該市町村に所在する償却資産の評価をする場合にお

いては当該償却資産に係る賦課期日における価格によって、当該償却資産の評価をしなければならない。 

(ﾊ) 評価調書の提出 

固定資産評価員は、上記(ﾛ)による評価をした場合においては、総務省令で定めるところによって、遅滞な

く、評価調書を作成し、これを市町村長に提出しなければならない。 

    ② 価格等の決定 ３ 

市町村長は、固定資産評価員から評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格

等を毎年３月31日までに決定しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、

４月１日以後に決定することができる。 

この場合、市町村長は固定資産評価基準によって、固定資産の価格の決定をしなければならない。 

＊ 価格等とは、固定資産の価格及び課税標準の特例の規定の適用を受ける固定資産については、その

価格に特例率を乗じて得た額をいう。 

③ 価格等の登録 ２ 

(ｲ) 登 録 

市町村長は、上記②によって固定資産の価格等を決定した場合においては、直ちに当該固定資産の価格

等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。 
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   (ﾛ) 公 示 

市町村長は、上記(ｲ)によって固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した場

合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。 

(2) 総務大臣指定資産 

① 評価、価格等の決定及び配分等 

(ｲ) 評価、価格等の決定及び配分 ２ 

道府県知事（関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣とする。）は、総務大臣指定資産に

ついて固定資産評価基準によって、市町村の評価の例によって評価を行った後、総務省令で定めるところ

によって、当該固定資産が所在するものとされる市町村及びその価格等を決定し、決定した価格等を当該

市町村に配分し、毎年３月31日までに当該市町村の長に通知しなければならない。ただし、災害その他特

別の事情がある場合においては、４月１日以後に通知することができる。 

  (ﾛ) 所有者への通知 １ 

道府県知事又は総務大臣は、上記(ｲ)によって、固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、

その価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。 

   ② 価格等の登録 ２ 

市町村長は、上記①(ｲ)による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該市町村に配分された固定資産

の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。 

＊ この登録をする場合において、当該価格等の配分を受けた一号資産が、配分の通知のあった日前に登

録されていなかったときは、市町村長は、新たに所定の登録事項を登録しなければならない。 

 (3) 大規模の償却資産 

①  評価及び価格等の決定 ２ 

道府県知事は、指定した大規模の償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年１月

１日現在における時価による評価を行った後、その価格等を決定し、決定した価格等及び道府県が課する固

定資産税の課税標準となるべき金額を毎年３月31日までに納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村

長に通知しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、４月１日以後に通知

することができる。 

この場合、道府県知事は固定資産評価基準によって、固定資産の価格の決定をしなければならない。 

②  価格等の登録 １ 

市町村長は、上記①の通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る償却資産の価格等及び市

町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。 

 

問２ 

１．趣 旨 

(1) 土地課税台帳の閲覧制度 １ 

納税義務者が自己の所有する固定資産について内容を確認することができるようにするとともに、借地

人・借家人等に対して使用又は収益の対象となる固定資産についての課税内容を明らかにするために、土地

課税台帳の閲覧制度が設けられている。 

(2) 土地価格等縦覧帳簿の縦覧制度 １ 

    納税者が市町村内の他の土地の評価額との比較を通じて自己の所有する土地の評価額が適正かどうかを

判断することができるようにするために、土地価格等縦覧帳簿の縦覧制度が設けられている。 
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(3) 相違点 １ 

    土地課税台帳の閲覧制度は納税義務者等が自己の関係する土地の内容を確認することを趣旨とするのに

対して、土地価格等縦覧帳簿の縦覧制度は納税者が他の土地の評価額との比較をすることを趣旨とする。 

２．対象期間、対象者 

(1) 土地課税台帳の閲覧制度 ３ 

① 備付け 

市町村は、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定

資産課税台帳を備えなければならない。 

② 閲 覧 

市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産に関する

事項が記載（記録）をされている部分又はその写しをこれらの者の閲覧に供しなければならない。 

閲覧を求めることができる者 対象固定資産 

① 固定資産税の納税義務者 当該納税義務に係る固定資産 

② 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする 

権利（対価が支払われるものに限る。）を有する者 
当該権利の目的である土地 

③ 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする 

権利（対価が支払われるものに限る。）を有する者 

当該権利の目的である家屋 

及びその敷地である土地 

③ 固定資産の処分をする権利を有する一定の者 当該権利の目的である固定資産 

(2) 土地価格等縦覧帳簿の縦覧制度 ４ 

①  作 成 

市町村長は、総務省令で定めるところによって、土地価格等縦覧帳簿を、毎年３月31日までに作成しな

ければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、４月１日以後に作成することが

できる。 

② 縦 覧 

(ｲ) 市町村長は、固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地について土地課

税台帳等に登録された価格と当該土地が所在する市町村内の他の土地の価格とを比較することができる

よう、毎年４月１日から４月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、

その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿又はその写しを当該市町村内に所在する土地に対して課

する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。 

(ﾛ) 災害その他特別の事情がある場合においては、４月２日以後の日から、当該日から20日を経過した日又

は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間を縦覧期間とすることができる。 

③ 公 示 

市町村長は、上記②の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。 

(3) 相違点 ２ 

  ① 対象期間 

土地課税台帳の閲覧制度は対象期間の定めがないのに対して、土地価格等縦覧帳簿の縦覧制度は対象期

間の定めがある。 

② 対象者 

土地課税台帳は閲覧制度の対象者は納税義務者等であり、納税義務者に限られず、借地人等が含まれる。

これに対して、土地価格等縦覧帳簿は縦覧制度の対象者は納税者であり、借地人等は含まれず、また、免

税点未満の者も除かれる。 
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３．対象項目 

(1) 土地課税台帳の閲覧制度 ４ 

土地課税台帳とは、登記簿に登記されている土地について次の事項を登録した帳簿をいう。 

① 不動産登記法に掲げる登記事項 

② 所有権、質権及び百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称 

③ 地方税法の規定によって、現に所有している者及び所有者とみなされる使用者の住所及び氏名又は名称 

④ 基準年度の価格若しくは比準価格又は修正価格 

⑤ 課税標準の特例の規定の適用を受ける土地については、価格に特例率を乗じて得た額 

⑥ 負担調整措置の適用を受けるものにあっては、調整（据置）固定資産税額の算定の基礎となる課税標準

となるべき額 

⑦ 新たに固定資産税を課されることとなる場合又は地目の変換等がある場合には、比準課税標準額 

⑧ 軽減率の適用を受ける市街化区域農地（負担調整措置の適用を受けるものを除く。）については、その

年度分の課税標準となるべき額 

⑨ 平成28年度分又は平成29年度分の固定資産税に限り、修正基準の適用を受けるものについてはその旨 

(2) 土地価格等縦覧帳簿の縦覧制度 ２ 

土地価格等縦覧帳簿とは、土地課税台帳等に登録された土地（地方税法の規定により固定資産税を課する

ことができるものに限る。）の所在、地番、地目、地積及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿

をいう。 

(3) 相違点 ２ 

        ① 土地課税台帳の閲覧制度は所有者に関する情報（所有権等の登記名義人の氏名等）も対象項目とされる

のに対し、土地価格等縦覧帳簿の縦覧制度は所有者に関する情報は対象項目とされない。 

② 土地課税台帳の閲覧制度は課税標準となるべき額等に関する情報も対象項目とされるのに対し、土地価

格等縦覧帳簿の縦覧制度は課税標準となるべき額等は対象項目とされない。  

 

▶予想配点◀ 

予想配点は解答中に記載してあります。 

 

▶合格ライン◀ 

計算のでき次第であるが、計算ができた方は最低20点、できなかった方は最低40点必要になると考えられる。 

 

▶解答への道◀ 
問１ 

船舶の種類が限定されていないため、一般の償却資産に該当する場合、総務大臣指定資産に該当する場合、大

規模の償却資産に該当する場合について解答しなければならない。 

なお、解答量が多くなるため、評価、価格等の決定及び登録については、その中心となる手続を優先的に解答

する。 

問２ 

 土地課税台帳の閲覧制度と土地価格等縦覧帳簿の縦覧制度の趣旨、対象期間、対象者及び対象項目について、

相違点の説明も含めて説明する。 
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Ｚ－67－Ｋ〔第二問〕解 答 

問１  

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

 502,400円３ 134,400円３  258,500円３  201,600円３  317,000円３  626,600円３ 

 

計 算 過 程 

Ⅰ 土 地 

１．課税標準額 

(1) 住宅用地の判定 

① 一部居住用家屋 

② 居住部分の割合 

 

478.648㎡＋120㎡×      

                ＝       (0.44)≧    

 

※ Ｅ・Ｆの床面積 
 
 
       Ｅ１   40㎡＋80㎡×    ＝ 48.648㎡ 
 
      
       Ｅ２  100㎡＋80㎡×    ＝121.621㎡ 
 
 
       Ｆ１  150㎡＋80㎡×    ＝182.432㎡ 
 
      
       Ｆ２   80㎡＋80㎡×    ＝ 97.297㎡ 
 

∴ 住宅用地の特例がある。 

(2) 住宅用地の面積 

① 1,200㎡×10≧2,000㎡  ∴ 2,000㎡ 

 

②   ≦0.44＜        ∴ 0.5 

  

③ ①×②＝1,000㎡ 

(3) 小規模住宅用地の面積 

① 1,000㎡＞200㎡ 

 

②      ＞200㎡     

 
     ③ 200㎡×４＝800㎡ 

(4) 各用途 １ 

① 小規模住宅用地 800㎡ 

② 一般住宅用地  1,000㎡－800㎡＝200㎡ 

③ 非住宅用地   2,000㎡－1,000㎡＝1,000㎡ 

1,200㎡ 

478.648㎡ 

 1,080㎡ 531.831㎡ 

1,200㎡ 

１ 

４ 

 40㎡ 

370㎡ 

100㎡ 

370㎡ 

150㎡ 

370㎡ 

 80㎡ 

370㎡ 

１ 

４ 

１ 

２ 

1,000㎡ 

４ 
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(5) 小規模住宅用地 １ 

① 本来の税額 

92,000,000円×      ×   ＝6,133,333円 

6,133,333円×    ＝85,866円 

②  宅地等調整固定資産税額 

    (ｲ) 原  則 

㋑  平成28年度課税標準額 

 

103,000,000円×      ×       ＝5,493,333円 

             ㋺  5,493,333円＋6,133,333円×    ＝5,799,999円 
 
 

5,799,999円×    ＝81,199円＜85,866円    ∴  下限の判定 

      (ﾛ) 下  限 

          6,133,333円×     ＝1,226,666円 

          1,226,666円×       ＝17,173円 

 

(ﾊ) 17,173円≦81,199円  ∴ 5,799,999円 

(6) 一般住宅用地 １ 

① 本来の税額 

92,000,000円×      ×   ＝3,066,666円 

3,066,666円×    ＝42,933円 

②  宅地等調整固定資産税額 

    (ｲ) 原  則 

㋑  平成28年度課税標準額 

 
103,000,000円×      ×      ＝2,472,000円 

             ㋺  2,472,000円＋3,066,666円×    ＝2,625,333円 

 
2,625,333円×    ＝36,754円＜42,933円    ∴  下限の判定 

(ﾛ) 下  限 

          3,066,666円×     ＝613,333円 

          613,333円×       ＝8,586円 

 

(ﾊ) 8,586円≦36,754円  ∴ 2,625,333円 

 800㎡ 

2,000㎡ 

1.4 

100 

１ 

６ 

 800㎡ 

2,000㎡ 

 800億円 

6,000億円 

５ 

100 

1.4 

100 

２ 

10 

1.4 

100 

  200㎡ 

2,000㎡ 
１ 

３ 

1.4 

100 

   200㎡ 

2,000㎡ 

180億円 

750億円 

５ 

100 

1.4 

100 

２ 

10 

1.4 

100 
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(7) 非住宅用地 １ 

① 負担水準及び判定 

(ｲ) 平成28年度課税標準額 

65,000,000円×      ＝32,500,000円 

 
 

(ﾛ)                 ＝0.706＞0.7 

92,000,000円×             ∴ 商業地等調整固定資産税額 

（＝46,000,000円） 

② 商業地等調整固定資産税額 

 
46,000,000円×    ＝32,200,000円  

 

(8) 5,799,999円＋2,625,333円＋32,200,000円＝40,625,332円≧300,000円 

２．按分税額 

(1) 税額按分の判定 

① 当該土地は、区分所有者全員によって共有されている。 

② 土地の持分割合は、共用部分の持分割合と一致している。 

∴ 税額の按分を行う。 

(2) 全体税額 

 

40,625,332円×    ＝568,754円 

 

(3) 按分税額  

① 居住用専有部分 ２ 

(ｲ) 判  定 

Ａ   2,000㎡×        ＝500㎡＞200㎡ 

 

     2,000㎡×       ＝886.385㎡＞800㎡ 

 
 

Ｃ   2,000㎡×      ＝296.296㎡≦200㎡×２ 

 

Ｅ１  2,000㎡×      ＝90.088㎡≦200㎡ 

(ﾛ) 補正率 

  ㋑ Ａ 

 
      × 5,799,999円×       ＋2,625,333円×        ×     

 

 ㋺ Ａ以外 

 

        ×              ＝    

 

32,500,000円 

１ 

40,625,332 円 

86.385 ㎡ 

200 ㎡ 

413.615 ㎡ 

800 ㎡ 

1,080 ㎡ 

  270 ㎡ 

７ 

10 

1.4 

100 

 270㎡ 

1,080㎡ 

478.648㎡ 

1,080㎡ 

 160㎡ 

1,080㎡ 

48.648㎡ 

1,080㎡ 

１ 

40,625,332 円 

5,799,999円×2,000㎡ 

800㎡ 

1,000㎡ 

2,000㎡ 

1,000㎡ 

2,000㎡ 

28,999,995 

81,250,664 
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568,754円× × 

(ﾊ) 按分税額 

 

Ａ                  ×   (ﾛ)㋑    ＝57,857円 

           568,754円× 

Ｅ１                ×            ＝ 9,144円 

 

② 居住用専有部分以外 ２ 

(ｲ) 補正率 

                                  ＊１   ＊２ 

                         

568,754円×                   

 
 

＝ 

 

   ＊１ Ｃ１                       ＝18,796円 

         568,754円×        ×    

   ＊２ Ｃ３                       ＝11,277円 

(ﾛ) 按分税額 

 

Ｂ                                 ＝ 47,062円 

                                           

Ｄ                              ＝ 70,593円 

        

Ｅ２                            ＝ 95,395円 

                                                                                              

     Ｆ                                                      ＝219,410円 

 

    ③ 併用専有部分 １ 

     (ｲ) 補正率 

 

            ×       ＋     ×      

 

     (ﾛ) 按分税額 

           

       Ｃ 568,754円×      ×(ｲ)＝69,291円 

                             

Ⅱ 家 屋 

１．課税標準額 

116,000,000円≧200,000円 

２．全体税額 

116,000,000円×    ＝1,624,000円 

568,754円－（57,857円＋9,144円＋18,796円＋11,277円） 

270㎡ 

1,080㎡ 

48.648㎡ 

1,080㎡ 

28,999,995 

81,250,664 

1,698,048,000 

1,140,067,393 

  100㎡ 

 1,080㎡ 

  60㎡ 

 1,080㎡ 

  60㎡ 
 1,080㎡ 

  90㎡ 

 1,080㎡ 

121.621㎡ 

 1,080㎡ 

279.729㎡ 

 1,080㎡ 

1,698,048,000 

1,140,067,393 

1.4 

100 

60㎡＋50㎡＋90㎡＋121.621㎡＋182.432㎡＋97.297㎡ 

1,080㎡ 

 28,999,995 

 81,250,664 

160㎡ 

210㎡ 

28,999,995 

81,250,664 

50㎡ 

210㎡ 

1,698,048,000 

1,140,067,393 

 210㎡ 

1,080㎡ 
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３．按分税額 

(1) Ａ ２ 

① 補正率 

5.2ｍ－3.9ｍ＝1.3ｍ→1.0ｍ  1.0ｍ×0.1＝0.1 
 

１＋                        （   ）×0.1＝    

② 按分税額 

 

Ａ 1,624,000円×     ×    ＝444,640円 

 

(2) Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ１・Ｅ２・Ｆ ２ 

① 補正率 

Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ１・Ｅ２ 3.0ｍ－3.9ｍ＝△0.9ｍ 

Ｆ      4.5ｍ－3.9ｍ＝0.6ｍ   ∴ 補正率はない。 

② 按分税額 

 

Ｂ                         ＝ 87,360円 

 

Ｃ                         ＝305,760円 

 

Ｄ                         ＝131,040円 

         （1,624,000円－444,640円）× 

            Ｅ１                                                                             ＝ 70,831円 

 

      Ｅ２                                       ＝177,080円 

 

      Ｆ                         ＝407,285円 

 

４．新築住宅の減額 ４ 

(1) 要件の判定 

① 新築時期 

昭和39年１月２日～平成28年８月～平成30年３月31日     ∴ 適 

② 居住部分の割合 

 

Ａ                              ≧    

270㎡＋120㎡×      (300㎡) 

 
                   160㎡＋120㎡×       (177.777㎡)  

Ｃ                              ≧    

210㎡＋120㎡×      (233.333㎡) 

 

Ｅ１                          ≧    

48.648㎡＋120㎡×      (54.053㎡) 

 

∴ Ａ・Ｃ・Ｅ１が適 

300㎡ 

 54.053㎡ 

116,000,000円－3,200,000円－2,400,000円 

116,000,000円 

138 

145 

1,588 

1,450 

 270㎡ 

1,080㎡ 

1,588 

1,450 

 210㎡ 

810㎡ 

 60㎡ 

810㎡ 

 90㎡ 

810㎡ 

48.648㎡ 

810㎡ 

121.621㎡ 

810㎡ 

279.729㎡ 

810㎡ 

１ 

２ 

１ 

２ 

 

１ 

２ 

 270㎡ 

1,080㎡ 

   160㎡ 

 1,080㎡ 

  210㎡ 

1,080㎡ 

 48.648㎡ 

1,080㎡ 
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③ 床面積 

Ａ 300㎡＞280㎡ 
 
Ｃ１ 50㎡≦100㎡＋120㎡×     （111.111㎡）≦280㎡ 
 
Ｃ３ 40㎡≦ 60㎡＋120㎡×      66.666㎡） ≦280㎡ 

 
Ｅ１ 40㎡≦54.053㎡≦280㎡ 

∴ Ｃ１・Ｃ３・Ｅ１が適 

∴ Ｃ・Ｅ１について減額の適用がある。 

(2) 減額すべき額  

 
Ｃ 305,760円×               ×    ＝116,479円 

 

Ｅ１ 70,831円×    ＝35,415円 

         

Ⅲ 固定資産税額（百円未満切捨）  

   Ａ 57,857円＋444,640円＝502,497円 → 502,400円 

   Ｂ 47,062円＋87,360円＝134,422円 → 134,400円 

 Ｃ 69,291円＋305,760円－116,479円＝258,572円 → 258,500円 

 Ｄ 70,593円＋131,040円＝201,633円 → 201,600円 

 Ｅ 9,144円＋95,395円＋70,831円＋177,080円－35,415円＝317,035円 → 317,000円 

 Ｆ 219,410円＋407,285円＝626,695円 → 626,600円 

  

問２ 

甲県課税分 乙市課税分 丙町課税分 

  50,910,192千円 ３ 129,774,761千円 ３     30,315,047千円 ３ 

 

計 算 過 程 

Ⅰ 甲県乙市  

１．課税定額  １ 

 
(1)               ＝5.8→５ 

 

1,280,000千円＋80,000千円×５＝1,680,000千円－① 

(2) Ａ工場・Ｂ工場 

 ＊ 

128,000,000千円×  ＝51,200,000千円＞①  ∴  51,200,000千円－② 

＊ 42,000,000千円＋86,000,000千円＝128,000,000千円 

Ｄ工場 

3,000,000千円×  ＝1,200,000千円≦①    ∴ 1,680,000千円－③ 

∴ ②＋③＝52,880,000千円 

４ 

10 

４ 

10 

59,000 人－30,000 人 

5,000 人 

  100㎡ 

1,080㎡ 

   60㎡ 

1,080㎡ 

 111.111㎡＋66.666㎡ 

233.333㎡ 
１ 

２ 

１ 
２ 
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２．増 額 ２ 

(1) 第二次資産（Ｄ工場）        

6,903,000千円×   －（15,200,000千円－1,950,235千円＋52,880,000千円×   ×   ） 

 

×   ×   ＝（13,806,000千円－13,805,005千円）×   ×   ＝94,761千円－④ 

③＋④＝1,774,761千円＜3,000,000千円 

∴ 乙市 1,774,761千円 

甲県 3,000,000千円－1,774,761千円＝1,225,239千円 

 (2) 第一次資産（Ａ工場・Ｂ工場） 

6,903,000千円×   － 15,200,000千円－1,950,235千円＋（1,774,761千円＋51,200,000千円）×    

 

×     ×    ×    ＝（15,186,600千円－13,805,999千円）×   ×    

＝131,485,809千円－⑤ 

②＋⑤＝182,685,809千円≧128,000,000千円 

∴ 全額乙市 

 ３．課税標準額 

   乙市 1,774,761千円＋128,000,000千円＝129,774,761千円 

   甲県 1,225,239千円 

Ⅱ 甲県丙町  

１．課税定額 １ 
 

              ＝8.5→８ 

 

768,000千円＋48,000千円×８＝1,152,000千円－⑥ 

２．増 額 ２ 

(1) 在来資産（Ｆ工場） 

8,000,000千円×   －（15,000,000千円－2,280,000千円＋1,152,000千円×３×   ×   ） 

 

×   ×   ＝（12,800,000千円－12,756,288千円）×   ×   ＝4,163,047千円－⑦ 

 

⑥＋⑦＝5,315,047千円＜55,000,000千円 

∴ 丙町 5,315,047千円 

甲県 55,000,000千円－5,315,047千円＝49,684,953千円 

(2) 第三次資産（Ｅ工場） 

8,000,000千円×   － 15,000,000千円－2,280,000千円＋（5,315,047千円＋1,152,000千円×２） 

×   ×      ×    ×    ＝（14,400,000千円－12,799,999千円）×   ×    

＝152,381,047千円－⑧ 

⑥＋⑧＝153,533,047千円≧2,000,000千円 

∴ 全額丙町 
 

27,000 人－10,000 人 

2,000 人 

100 

 75 

100 

1.4 

100 

1.4 

100 

75 

100 

 75 

100 

 75 

100 

1.4 

100 

1.4 

180 

100 

220 

100 

 75 

100 

1.4 

100 

100 

 75 

100 

1.4 

100 

 75 

100 

1.4 

 1.4 

 100 

 75 
100 

100 

 75 

100 

1.4 

100 

 75 

100 

1.4 

1.4 

100 

 75 
100 

160 

100 

200 

100 

 75 

100 
1.4 

100 
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 (3) 第三次資産（Ｃ工場） 

8,000,000千円×   － 15,000,000千円－2,280,000千円＋（5,315,047千円＋2,000,000千円＋ 

1,152,000千円）×    ×      ×    × 

＝（14,400,000千円－12,808,903千円）×   ×   ＝151,533,047千円－⑨ 

   ⑥＋⑨＝152,685,047千円≧23,000,000千円 

   ∴ 全額丙町 

 ３．課税標準額 

   丙町 5,315,047千円＋2,000,000千円＋23,000,000千円＝30,315,047千円 

   甲県 49,684,953千円 

Ⅲ 課税標準額 

甲県課税分 1,225,239千円＋49,684,953千円＝50,910,192千円 

乙市課税分 129,774,761千円 

丙町課税分 30,315,047千円 

 

 

▶予想配点◀ 

予想配点は解答中に記載してあります。 

 

▶合格ライン◀ 

問１、問２合計で最低でも29点、合格確実ラインに入るためには、40点以上必要になると考えられる。 

 
▶解答への道◀ 
問１ 

 (1) 一部共用部分 

   共用部分Ｔについては、一部共用部分であるため、その床面積（80㎡）については、専有部分Ｅ１、Ｅ２及

びＦの床面積に配分する。 

 (2) 個別登記 

   Ｅの部分は、個別に登記されているため、それぞれを専有部分として計算する。したがって、Ｅ１（居住用）

は居住用専有部分として、Ｅ２（事務所用）は居住用専有部分以外として補正を行うことになる。 

 (3) 独立区画 

   Ｃの部分及びＦの部分は、独立的に区画されているのみであるため、一の専有部分として計算する。した

がって、Ｆは併用専有部分として補正を行うことになる。 

 (4) 物的非課税の判定 

社会福祉法人が保育所の用に供する固定資産は物的非課税に該当するが、賃料を支払っており、また⑭の 

  資料から有料借受けの場合の課税の規定の適用により課税となる。 

180 

100 

100 

 75 

100 

1.4 

100 

 75 

1.4 

100 

100 

1.4 

 75 

100 
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(5) 負担調整措置 

  平成29年度の用途は小規模住宅用地、一般住宅用地及び非住宅用地であり、平成28年度の用途は全て非住

宅用地であることから、小規模住宅用地及び一般住宅用地については用途変更宅地等に該当する。これに対

して、非住宅用地については用途変更宅地等に該当しないことから平成28年度課税標準額を用いるが、その

際面積按分（1,000㎡／2,000㎡）が必要となる。 

 (6) 土地の補正 

   居住用専有部分の判定からＡは、２号イの補正率を使用する。 

 (7) 家屋の補正 

   天井の平均の高さとの差が１ｍ以上の専有部分と１ｍ未満の専有部分があるため、次のとおり計算する。 

   なお、専有部分Ａについては①を、それ以外は②を使用して計算する。 

 

           ① 差が１ｍ以上の専有部分 

家屋の全体税額×専有部分の床面積割合×補正率 

② 補正率を使用しない部分（差が１ｍ未満の専有部分） 

 

（家屋の全体税額－①の税額合計）× 

当該専有部分の床面積 

補正率を使用しない専 

有部分の床面積の合計 

 

 (8) 新築住宅の減額 

   Ｃ１、Ｃ３については、独立的に区画され、それぞれ居住の用に供されていることから、床面積要件の判定

にあたっては、区別して判定する。 

問２ 

(1) 課税定額 

① 乙 市 

乙市は人口３万人以上であるため、課税定額は課税定額表に基づく金額と大規模の償却資産の価額の10

分の４のいずれか大きい金額となる。 

② 丙 町 

丙町は人口３万人未満であるため、課税定額は課税定額表に基づく金額となる。 

(2) 財源保障率 

① Ａ工場・Ｂ工場 

Ａ工場・Ｂ工場は第一適用年度（平成28年度）が同じであるため、グルーピングする。なお、平成29年度

が第二適用年度であるため、第一次資産（財源保障率220/100）に該当する。 

② Ｃ工場 

Ｃ工場は平成29年度が第六適用年度であるため、第三次資産（財源保障率180/100）に該当する。 

③ Ｄ工場 

Ｄ工場は平成29年度が第三適用年度であるため、第二次資産（財源保障率200/100）に該当する。 

④ Ｅ工場 

Ｅ工場は平成29年度が第五適用年度であるため、第三次資産（財源保障率180/100）に該当する。 

⑤ Ｆ工場 

Ｆ工場は平成29年度が第六適用年度を経過後であるため、在来資産（財源保障率160/100）に該当する。 
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(3) 計算順序 

財源保障率が同じものが複数ある場合、増額分は価額が低いものから計算することとされているため、Ｃ

工場、Ｅ工場については、Ｅ工場、Ｃ工場の順番で計算する。 

財源保障率が異なるものが複数ある場合、増額分は財源保障率が低いものから計算することとされている

ため、乙市所在の償却資産については、①Ｄ工場、②Ａ・Ｂ工場、丙町所在の償却資産については、①Ｆ工

場、②Ｅ工場、③Ｃ工場の順番で計算を行う。 

 

●おわりに 

理論と計算の合計で、70点～75点がボーダーライン、76点以上が合格確実ラインと予想される。 
 



TACの取り組みを公開！ 
最短ルートで合格を目指すなら 

「科目別合格戦略」 

http://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/ 

５科目合格祝賀会 
平成29年度（６７回） 税理士試験 

ＴＡＣでは、合格者の皆様のご健闘を称えるとともに
合格を祝しまして、全国（東京・名古屋・大阪・広
島・福岡）で合格祝賀会を開催を予定しております。
合格祝賀会の詳細は12月以降、ＴＡＣホームページに
て情報を公開いたします。TAC講師・スタッフ一同、皆
様のご来場を心よりお待ちしております。 

2018年1月6日(土)開催決定！ 
ホテルニューオータニ 

平成28年度(東京会場) 東京ドームホテル 

東京・名古屋・大阪・広島・福岡で開催予定 
詳細は12月にＴＡＣホームページ公開！ 

東京会場  


